
問い合わせ　市では下水道事業を安定的に維持するため、 9月検針分から
下水道使用料を改定します。

　下水道は、私たちが使った水を浄化して再び自然に返し、豊
かで美しい川や海を将来に残していくための大切な基盤です。
しかし、全国各地で発生している道路陥没事故に見られる設備
の老朽化問題や多発する災害など、下水道を取り巻く環境は厳
しさを増しています。

●９月検針分から改定後の使用料となります。
●平均して約14％増額します（使用水量によって
異なります）。
●ただし、生活への影響を軽減するため、 令和9
年2月検針分までの6カ月間は改定額の半額程
度を減免します。

下水道使用料改定のお知らせ

下水道事業の現状

改定内容と負担軽減措置

改定の影響（1カ月分の使用料：モデル別）

上下水道お客様センター　☎24・8111
料金業務課　☎24・8114

使用料改定の
詳細はこちら▶

（税込み）

▲中央浄化センター水処理施設（鶴ヶ島町）

将来の安心安全なまちづくりのため、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

1,260円

1,370円

＋110円

1,470円

＋210円

10㎥

使用水量

20㎥ 30㎥ 50㎥

単身世帯 2～3人世帯 3～5人世帯 5～7人世帯

現行使用料

9月～

（差額）

令和9年3月～

（差額）

2,530円

2,740円

＋210円

2,960円

＋430円

3,790円

4,120円

＋330円

4,440円

＋650円

7,640円

8,120円

＋480円

8,620円

＋980円

広報こまつ2026.7広報こまつ2026.777

現行使用料

使用料改定イメージ図

負担軽減 約7％

9月7月 令和9年3月

約7％増

約7％改定


